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議
員　

体
育
施
設
の
う
ち
一
九

施
設
を
削
除
す
る
理
由
は
何
か
。

　

文
化
ス
ポ
ー
ツ
振
興
部
長　

町

田
市
体
育
施
設
条
例
に
定
め
て
お

り
ま
す
体
育
施
設
の
う
ち
、
公
園

内
の
一
九
カ
所
の
運
動
施
設
を
町

田
市
都
市
公
園
条
例
に
一
元
化
す

る
た
め
、
一
九
施
設
に
つ
い
て
削

除
す
る
も
の
で
す
。

　

議
員　

年
間
利
用
券
を
廃
止
す

る
理
由
と
利
用
者
へ
の
影
響
は
。

　

文
化
ス
ポ
ー
ツ
振
興
部
長　

年

間
利
用
券
は
、
現
在
、
町
田
市
立

陸
上
競
技
場
に
限
っ
て
発
行
し
て

い
る
も
の
で
、
町
田
陸
上
競
技
場

に
つ
い
て
は
町
田
市
都
市
公
園
条

例
に
一
元
化
す
る
こ
と
か
ら
、
年

間
利
用
券
を
削
除
す
る
も
の
で
す
。

な
お
、
町
田
市
都
市
公
園
条
例
に

一
元
化
し
た
後
も
運
動
施
設
と
し

て
の
機
能
、
利
用
法
に
つ
い
て
は

そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
ま
す
の
で
利

用
者
へ
の
影
響
は
あ
り
ま
せ
ん
。

町
田
市
体
育
施
設
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

条
例
・
そ
の
他

条
例
・
そ
の
他�

条
例
・
そ
の
他�

予
　
　
算 予

　
　
算

�

予
　
　
算�

町
田
市
病
院
事
業
会
計
補
正

予
算

　

議
員　

購
入
の
目
的
は
何
か
。

周
産
期
医
療
の
た
め
と
は
わ
か
る

が
具
体
的
に
ど
う
い
う
機
材
な
の

か
。

　

市
民
病
院
事
務
長　

周
産
期
セ

ン
タ
ー
を
担
当
す
る
複
数
の
医
師

が
二
〇
〇
七
年
度
内
に
確
保
で
き

な
か
っ
た
た
め
、
周
産
期
セ
ン
タ

ー
用
生
体
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム
機

器
、
並
び
に
周
産
期
セ
ン
タ
ー
医

療
機
器
の
二
〇
〇
七
年
度
内
の
購

入
を
見
送
り
ま
し
た
。
二
〇
〇
八

可
決
し
た�

　
議
案
の
内
容�
可
決
し
た�

　
議
案
の
内
容�

町
田
市
手
数
料
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

　

国
、
都
道
府
県
又
は
建
築
主
事

を
置
く
市
町
村
が
建
築
主
で
あ
る

建
築
物
の
工
事
の
計
画
通
知
に
対

す
る
審
査
等
に
係
る
手
数
料
を
新

設
す
る
ほ
か
、
建
築
基
準
法
等
の

改
正
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
す

る
も
の
で
、
平
成
二
〇
年
七
月
一

日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

町
田
市
体
育
施
設
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　

町
田
市
体
育
施
設
条
例
に
定
め

て
い
る
体
育
施
設
の
う
ち
、
公
園

内
の
運
動
施
設
を
町
田
市
都
市
公

園
条
例
に
一
元
化
す
る
た
め
、
所

要
の
改
正
を
す
る
も
の
で
、
平
成

二
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ

ま
す
。

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な

帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国

後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例

の
整
備
に
関
す
る
条
例

　

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自

立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
改
正

に
伴
い
、
特
定
中
国
残
留
邦
人
等

で
支
援
給
付
を
受
け
て
い
る
者
が

生
活
保
護
受
給
者
と
同
様
の
措
置

を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、

関
係
条
例
三
件
に
つ
い
て
、
所
要

の
改
正
を
す
る
も
の
で
、
公
布
の

日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

町
田
市
学
童
保
育
ク
ラ
ブ
設

置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

　

図
師
小
学
校
の
校
内
に
学
童
保

育
ク
ラ
ブ
を
新
た
に
設
置
す
る
た

め
、
所
要
の
改
正
を
す
る
も
の
で
、

平
成
二
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

さ
れ
ま
す
。

町
田
市
立
児
童
遊
園
条
例
を

廃
止
す
る
条
例

　

町
田
市
立
児
童
遊
園
条
例
に
基

づ
き
設
置
さ
れ
て
い
る
児
童
遊
園

を
、
町
田
市
都
市
公
園
条
例
に
基

づ
く
都
市
公
園
に
位
置
付
け
る
た

め
、
条
例
を
廃
止
す
る
も
の
で
、

平
成
二
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

さ
れ
ま
す
。

町
田
市
都
市
公
園
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　

町
田
市
体
育
施
設
条
例
に
定
め

て
い
る
公
園
内
の
運
動
施
設
を
町

田
市
都
市
公
園
条
例
に
一
元
化
し
、

併
せ
て
指
定
管
理
者
制
度
を
導
入

す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
す
る

も
の
で
、
平
成
二
一
年
四
月
一
日

か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

町
田
市
都
市
計
画
法
に
規
定

す
る
開
発
許
可
等
の
基
準
に

関
す
る
条
例

　

都
市
計
画
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
市
街
化

調
整
区
域
内
に
お
け
る
開
発
許
可

等
の
基
準
を
定
め
る
た
め
、
条
例

を
制
定
す
る
も
の
で
、
公
布
の
日

か
ら
施
行
し
、
平
成
一
九
年
一
一

月
三
〇
日
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

町
田
第
一
小
学
校
外
三
二
ヶ

所　

新
Ｊ
Ｉ
Ｓ
規
格
児
童
用

机
・
椅
子
購
入

　

平
成
一
一
年
に
行
わ
れ
た
Ｊ
Ｉ

Ｓ
規
格
改
正
に
伴
い
、
市
立
小
学

校
の
机
と
椅
子
を
順
次
計
画
的
に

買
い
換
え
る
も
の
で
す
。

パ
ソ
コ
ン
購
入

　

学
校
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
整
備
事
業

に
基
づ
き
、
パ
ソ
コ
ン
機
器
を
購

入
す
る
も
の
で
す
。

本本
会会
議議
のの

質質
疑疑
かか
らら

　

議
員　

町
田
市
立
児
童
遊
園
条

例
を
廃
止
す
る
理
由
は
何
か
。

　

都
市
づ
く
り
部
長　

児
童
遊
園

は
児
童
の
福
利
厚
生
の
た
め
に
設

置
さ
れ
た
施
設
で
す
。
児
童
遊
園

は
都
市
公
園
条
例
で
設
置
し
て
い

る
都
市
公
園
と
施
設
内
容
や
役
割

に
違
い
が
な
く
、
近
年
二
つ
の
条

例
で
管
理
す
る
必
要
性
が
な
く
な

っ
た
の
で
、
児
童
遊
園
条
例
を
廃

止
し
、
都
市
公
園
条
例
に
一
元
化

町
田
市
立
児
童
遊
園
条
例
を

廃
止
す
る
条
例

す
る
も
の
で
す
。

　

議
員　

こ
の
条
例
の
改
正
の
主

た
る
目
的
は
何
か
。

　

都
市
づ
く
り
部
長　

本
条
例
の

一
部
改
正
は
、
こ
れ
ま
で
旭
町
の

体
育
館
や
野
津
田
の
陸
上
競
技
場

な
ど
、
運
動
施
設
の
あ
る
公
園
に

つ
い
て
は
運
動
施
設
を
ス
ポ
ー
ツ

振
興
課
が
、
運
動
施
設
以
外
の
部

分
を
公
園
緑
地
課
が
そ
れ
ぞ
れ
所

管
し
、
管
理
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
管
理
業
務
の
効
率
化
や

市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
図
る
た

め
、
運
動
施
設
を
含
め
た
公
園
全

体
を
公
園
緑
地
課
が
一
体
管
理
す

る
と
と
も
に
、
そ
の
運
営
に
つ
い

て
今
後
指
定
管
理
者
制
度
の
導
入

町
田
市
都
市
公
園
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

え
て
い
ま
す
。
大
き
な
デ
メ
リ
ッ

ト
は
特
に
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

が
可
能
な
よ
う
に
所
要
の
改
正
を

行
う
も
の
で
す
。

　

議
員　

町
田
市
体
育
施
設
条
例

か
ら
都
市
公
園
条
例
へ
移
行
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
想
定
さ
れ
る
メ
リ

ッ
ト
、
デ
メ
リ
ッ
ト
は
。

　

都
市
づ
く
り
部
長　

メ
リ
ッ
ト

に
つ
い
て
は
、
公
園
施
設
と
し
て

一
括
管
理
に
よ
る
利
用
者
へ
の
わ

か
り
や
す
い
案
内
な
ど
、
行
政
サ

ー
ビ
ス
が
向
上
す
る
と
考
え
て
い

ま
す
。
ま
た
、
管
理
区
分
に
こ
だ

わ
ら
な
い
一
体
管
理
に
よ
り
良
好

な
状
態
で
維
持
管
理
で
き
る
と
考

年
度
に
入
り
四
月
に
担
当
部
長
が

着
任
し
た
ほ
か
、
八
月
ま
で
に
複

数
の
医
師
の
確
保
が
見
込
め
る
こ

と
と
な
り
、
一
〇
月
一
日
の
事
業

開
始
を
目
途
と
し
て
予
算
を
計
上

し
た
も
の
で
す
。

　

議
員　

機
種
選
定
の
責
任
者
は

誰
か
。

　

市
民
病
院
事
務
長　

院
内
の
医

療
機
器
選
定
検
討
委
員
会
で
検
討

を
行
い
、
そ
の
検
討
を
踏
ま
え
て

総
院
長
の
決
裁
を
経
て
最
終
的
に

決
定
し
て
い
ま
す
の
で
、
責
任
者

は
総
院
長
に
な
り
ま
す
。

町田市立陸上競技場

町田市議会議員の政治活動における
虚礼廃止に関する要綱　　　　　　

平成元年１２月１日制定
平成２年２月１日改正

　この要綱は、「町田市議会議員の政治活動に
おける虚礼廃止に関する決議」に基づき、公職
選挙法の規定にかかわらず、すべてにわたり清
潔な政治活動を行うことにより市民の信託に応
えるため制定するものである。

記
１．企業・団体からの金品等の寄附は受けない。
２．資金集めを目的としたパーティー・事業等
は行わない。

３．町内会・自治会、その他市の財政援助団体
並びに公的行事への金品等の提供及び祝電
・弔電は行わない。

４．新聞等への個人名刺広告の掲載は行わない。
５．答礼のための自筆によるものを除き、年賀
状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これに
類するあいさつ状（電報その他これに類す
るものを含む。）は廃止する。

　　附　　則
　この要綱は、平成元年１２月１日から適用する。

町田市議会では右記の他に、上記のとおり政治活
動における虚礼廃止に関する要綱を定めています。

政治家は有権者に寄附を政治家は有権者に寄附を�

贈らない！贈らない！�
有権者は政治家に寄附を有権者は政治家に寄附を�

求めない！求めない！�
政治家から有権者への寄附は政治家から有権者への寄附は�

受け取らない！受け取らない！�
政治家は有権者に寄附を�

贈らない！�
有権者は政治家に寄附を�

求めない！�
政治家の寄附は禁止。有権者が求めることも禁止。
冠婚葬祭や地域イベントなど、こんな時、こんな物も、寄附禁止の対象となります。�

政治家から有権者への寄附は�

受け取らない！�

○政治家の寄附禁止�
○政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止�
○政治家の関係団体の寄附の禁止�
○後援団体の寄附の禁止�
○暑中見舞状など（電報を含む）の挨拶状
　の禁止（自筆答礼を除く）�
○あいさつを目的とする有料広告の禁止�

お祭りへの�
寄附や差入�

地域の運動会や�
スポーツ大会へ�
の飲食物の差入�

秘書等が代理で�
出席する場合の�
結婚祝　　　　�

秘書等が代理で�
出席する場合の�
葬式の香典　　�

落成式、開店祝�
の花輪　　　　�

町内会の集会や�
旅行などの催物�
への寸志や差入�

病気見舞い� 葬式の花輪、供花�

入学祝・卒業祝� お中元やお歳暮�

財団法人明るい選挙推進協会パンフレットより�

ビール� ビール�ビール�

卒業�

アルバム�

御
霊
前�


